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号

情
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情
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す
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質
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書
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情
報
通
信
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
は
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
完
全
施
行
さ
れ
る
が
、
法
案
成
立
時
の
衆
参
両
院
で
の
附
帯
決

議
に
お
い
て
、
医
療
、
金
融
・
信
用
、
情
報
通
信
等
は
、
国
民
か
ら
高
い
レ
ベ
ル
で
の
個
人
情
報
の
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る

分
野
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
情
報
通
信
の
分
野
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

「
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
総
務
省
告
示
第

六
百
九
十
五
号
）
及
び
そ
の
解
説
の
文
中
に
あ
る
、
移
動
体
端
末
の
「
発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
」
「
位
置
情
報
」
「
位

置
登
録
情
報
」
の
明
確
な
定
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

電
気
通
信
事
業
者
が
保
有
す
る
移
動
体
端
末
所
持
者
の
「
発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
」
「
位
置
情
報
」
「
位
置
登
録
情

報
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
「
電
気

通
信
事
業
者
の
取
扱
中
に
係
る
通
信
の
秘
密
」
に
該
当
す
る
の
か
。

三

「
通
話
時
以
外
に
移
動
体
端
末
の
所
持
者
が
エ
リ
ア
を
移
動
す
る
ご
と
に
基
地
局
に
送
ら
れ
る
位
置
登
録
情
報
（
以
下

「
位
置
登
録
情
報
」
と
い
う
）
」
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
五
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
の
個
人
情
報
に
該
当
す
る
の
か
。
「
発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
」
「
位
置
情
報
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

一



四

「
位
置
登
録
情
報
」
を
個
人
情
報
と
す
る
に
は
、
氏
名
、
電
話
番
号
及
び
「
位
置
登
録
情
報
」
の
三
つ
が
構
成
要
素
と
し

て
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
か
。
電
話
番
号
と
「
位
置
登
録
情
報
」
だ
け
で
は
、
個
人
情
報
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
の

か
。

五

例
え
ば
、
私
人
Ａ
が
電
気
通
信
事
業
者
Ｂ
に
対
し
、
電
話
番
号
の
み
を
示
し
て
、
こ
の
電
話
に
係
る
「
位
置
登
録
情
報
」

に
基
づ
く
所
在
情
報
を
教
え
て
欲
し
い
と
依
頼
し
、
そ
の
依
頼
を
受
け
て
、
Ｂ
は
そ
の
電
話
番
号
に
係
る
移
動
体
端
末
所
持

者
Ｃ
の
了
解
を
得
る
こ
と
な
く
、
Ａ
に
「
位
置
登
録
情
報
」
に
基
づ
く
Ｃ
の
所
在
情
報
を
提
供
し
た
場
合
、
Ｂ
は
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
に
違
反
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。

六

「
位
置
登
録
情
報
」
が
当
該
個
人
情
報
に
該
当
す
る
と
し
た
場
合
、
利
用
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
の
保
存
期
間
は
ど
の

程
度
か
。
ま
た
そ
の
保
存
期
間
を
必
要
と
す
る
理
由
は
何
か
。

七

衆
参
両
院
で
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
に
お
い
て
、
政
府
に
対
し
、
医
療
、
金
融
・
信

用
、
情
報
通
信
等
、
国
民
か
ら
高
い
レ
ベ
ル
で
の
個
人
情
報
の
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
適
正
な
取

扱
い
の
厳
格
な
実
施
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
個
別
法
を
早
急
に
検
討
し
、
本
法
の
全
面
施

行
時
に
は
少
な
く
と
も
一
定
の
具
体
的
結
論
を
得
る
こ
と
、
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
全
面
施
行
日
を
四
月
一
日

二



に
控
え
、
現
段
階
に
お
い
て
、
医
療
、
金
融
・
信
用
、
情
報
通
信
分
野
で
の
個
別
法
整
備
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
検
討
を
し

て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
結
論
を
得
て
い
る
の
か
。
得
て
い
な
い
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
三
分
野

に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
何
ら
か
の
特
段
の
措
置
を
し
た
の
か
。

八

電
気
通
信
事
業
者
の
扱
う
情
報
は
個
人
情
報
の
保
護
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
情
報
が
流
出

す
る
事
件
が
相
次
い
で
い
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
の
文
中
に
も
、
「
位
置
情
報
を
通
信
の
秘
密
に
該
当
し
な
い
と
解
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
人
が
ど
こ
に
所
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
中
で
も
特
に
保
護
の
必
要
性
が

高
い
上
に
、
通
信
と
も
密
接
に
関
係
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
通
信
の
秘
密
に
準
じ
て
強
く
保
護
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
「
通
話
時
以
外
に
移
動
体
端
末
の
所
持
者
が
エ
リ
ア
を
移
動
す
る
ご
と
に
基
地
局
に
送
ら
れ
る
位

置
登
録
情
報
」
を
漏
洩
す
る
な
ど
し
た
従
業
員
は
直
罰
と
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


